
＜最新の雇用失業情勢ﾃﾞｰﾀ＞ 令和　６　年　３　月分
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 Front Line（フロントライン）とは「最前線」という意味です。相双地区は東日本大震災・原発事故の被災地であり、
 日本の雇用の最前線であることから、その状況をわかりやすく伝える情報誌として、このような名称としました。
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２．３２ （前月比 ＋０．５７ ポイント）

正社員雇用を推進している企業が期待している代表的なメリットは「人材確保のしやすさ」と「定着の良さ」

ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和3年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や、求職者が
ハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した就職件数等が含まれている。
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です。よりよい人材確保のためにも正社員雇用についてご検討ください。
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職業別賃金情報 及び 職業別バランスシート（臨時求人を除く）
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4年 4年 4年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 6年 6年 6年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

480 405 354 538 575 660 702 542 525 498 514 471 471 445 347 521 620 544

1,214 1,161 1,575 1,364 1,110 1,215 1,251 952 1,143 1,069 1,022 1,127 1,134 1,024 1,179 1,343 1,085 1,264

4年 4年 4年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 6年 6年 6年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2,030 1,969 1,858 1,949 2,135 2,407 2,453 2,406 2,343 2,245 2,273 2,166 2,102 2,053 1,904 1,951 2,124 2,244

3,366 3,382 3,750 3,909 3,668 3,569 3,384 3,123 3,138 3,104 3,097 3,065 3,080 3,191 3,224 3,373 3,489 3,456

職業紹介状況報告（様式1号）より集計　　

4年 4年 4年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 6年 6年 6年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

全国 1.34 1.35 1.36 1.35 1.34 1.32 1.32 1.32 1.31 1.30 1.30 1.29 1.29 1.27 1.27 1.27 1.26 1.28

福島県 1.46 1.44 1.46 1.46 1.42 1.39 1.41 1.41 1.40 1.39 1.37 1.37 1.39 1.38 1.35 1.30 1.30 1.34

相双 1.66 1.72 2.02 2.01 1.72 1.48 1.38 1.30 1.34 1.38 1.36 1.42 1.47 1.55 1.69 1.73 1.64 1.54

＜最新の雇用失業情勢ﾃﾞｰﾀ＞ 令和　６　年　３　月分

有効求人倍率 相双地区 倍 （前月比
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福島県 倍 （前月比

完全失業率 全国 ％ （前月比

完全失業者数 全国 万人 （前月比

完全失業率・完全失業者数は季節調整値となる。出典は総務省統計局「労働力調査」
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万人）

　　　　　　　　　　　　　（注）全国及び福島県の月間有効求人倍率は季節調整値、相双は原数値となる。 （福島労働局公表）

２．６

　　　　　　　　　　　　　　　　季節調整値は毎年1回（1月データ公表時）、過去にさかのぼって見直しが行われる。
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4年 4年 4年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 45292 6年 6年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　　就職件数 162 204 152 160 183 344 292 233 232 219 194 225 178 183 147 151 191 338

　　うち常用 151 192 133 142 171 323 269 218 215 200 186 209 167 172 133 130 172 323

合計　　　　　　　

※支給金額は千円未満を切り捨てています。こ
のため本月計とは一致しないことがあります。
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　（紹介月報（様式7号））

管内の雇用保険業務取扱状況       令和6年3月分
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事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現
の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

令和５年度 令和６年４月 令和８年７月
民間企業の法定雇用率 ２.３％ ⇒ ２.５％ ⇒ ２.７％
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

◆ 毎年６月１日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務）

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。（令和６年４月以降）Point
①

▶障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

LL050301雇障01

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和７年４月１日から以
下のように変わります。(現在除外率が10％以下の業種については除外率制度の対象外となります。)

除外率設定業種 除外率
・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） ５％

・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む） １０％

・港湾運送業 ・警備業 １５％

・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ２０％

・林業（狩猟業を除く） ２５％

・金属鉱業 ・児童福祉事業 ３０％

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く） ３５％

・石炭・亜炭鉱業 ４０％

・道路旅客運送業 ・小学校 ４５％

・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 ５０％

・船員等による船舶運航等の事業 ７０％

除外率が引き下げられます。（令和７年４月以降）Point
②


